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はじめに 

 

 苫前町では、障がいのある人もない人も、誰もが安心して暮らせる共生のまちをめざし「苫

前町障がい者計画」を策定し、障がい者施策を進めてきました。 

 平成15年の支援費制度の導入により、利用者本位のライフスタイルが形成されたとこ

ろですが、平成18年の障害者自立支援法の施行、平成25年の障害者総合支援法施行な

ど障がい者を取り巻く状況は大きく変化しています。  

平成28年４月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別

解消法）が施行され、行政機関及び事業者に対し「社会的障壁の排除」や「合理的配慮」

が求められるとともに、普及啓発活動などを通じて、障がいのある人も含めた国民一人

ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促されています。 

また、難病患者は、国の指定範囲が拡大の傾向にあり、障害者総合支援法の対象とな

る疾病は３６１疾病となりました。  

このような中「苫前町障がい福祉計画（第５期）」が令和２年度で計画期間を終了す

ることから、基本理念等を踏襲し、障がいの有無に関わらず誰もが「いつまでも安心し

て暮らせる共生社会」の実現に向けて、乳幼児期から高齢期に至るまで生涯を通じて総

合的なサービスを受けられるよう、保健・医療・福祉・子育て・教育・就労に関する施

策を横断的かつ計画的に推進するため「苫前町障がい福祉計画（第６期）」（令和３年

度～令和５年度）を策定します。  

また、児童福祉法の改正により、障害児通所支援等の提供体制を確保するため、市町

村において障がい児福祉計画を策定するものと定められたことから、苫前町障がい者計

画と一体的に「苫前町障がい児福祉計画（第２期）」も策定します。 

 これらの障がい者福祉制度の変遷に対応すべく、今後の計画の実現に向けて地域住民、福

祉関係団体、関係機関と連携を図りながら、町民全員による協働により推進していくことが

必要でありますので、町民の皆様のご理解とご協力、ご支援を心よりお願い申し上げます。 

 

令和３年３月 

 

苫前町長  福 士  敦 朗  

 

「障がい」の表記について 

 

障害の「害」の字に抵抗感や不快感を持つ人に対する配慮から、「害」の漢字をひらがな表記としてお

ります。ただし、法令、条例、規則、要綱等で規定されている用語、制度・事業の名称や団体・施設名

などの固有名詞、医学・学術用語等の専門用語として漢字で表記されている場合は、除外します。 
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